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業務施設
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地区 
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(1) 建築

物の

用途

の制

限 

事務所、

研究所、

研修所及

び国又は

地方公共

団体の支

庁又は出

張所並び

に店舗、

飲食店、

ホテル及

び旅館

(風俗営

業及び店

舗型性風

俗特殊営

業の用に

供するも

のは除

く。)並

びに銀

行、郵便

の業務の

用に供す

る施設そ

の他これ

らに類す

大学、寄

宿舎、教

育施設、

美術館及

び博物館

並びにボ

ーリング

場、スケ

ート場、

水泳場そ

の他スポ

ーツ施設

並びに研

究所及び

研修所並

びに店舗

及び飲食

店(風俗

営業及び

店舗型性

風俗特殊

営業の用

に供する

ものは除

く。)並

びに銀

行、郵便

共同住宅

(1階の部

分に住戸

を有する

ものは除

く。)並

びに店舗

及び飲食

店(店舗

型性風俗

特殊営業

の用に供

するもの

は除

く。)並

びに銀

行、郵便

の業務の

用に供す

る施設そ

の他これ

らに類す

るもの並

びに診療

所、集会

場及び展

示場並び

共同住宅

並びに店

舗及び飲

食店でそ

の用途に

供する部

分の床面

積の合計

が500平

方メート

ル以内の

もの(風

俗営業及

び店舗型

性風俗特

殊営業の

用に供す

るものは

除く。)

並びにこ

れらに附

属するも

の 

工場、事

務所、研

究所、研

修所、変

電所及び

これらに

附属する

もの 

店舗、

飲食

店、ホ

テル、

旅館及

び公衆

浴場(風

俗営業

及び店

舗型性

風俗特

殊営業

の用に

供する

ものは

除く。)

並びに

事務

所、研

修所、

集会

場、展

示場、

劇場及

び映画

館並び

にボー

ヨッ

ト、モ

ーター

ボート

その他

これら

に類す

る商品

の販売

を目的

とする

店舗、

水産物

等の販

売を主

とする

店舗、

飲食店

(風俗営

業及び

店舗型

性風俗

特殊営

業の用

に供す

るもの

は除

卸売市

場、水

産物の

販売を

主とす

る店舗

及びこ

れらに

附属す

るもの 

下水処

理場及

びこれ

に附属

するも

の 



るもの並

びに診療

所、集会

場、展示

場及びス

タジオ並

びにボー

リング

場、スケ

ート場、

水泳場そ

の他スポ

ーツ施設

並びに自

動車車庫

及びガソ

リンスタ

ンド並び

にこれら

に附属す

るもの 

の業務の

用に供す

る施設、

事務所そ

の他これ

らに類す

るもの並

びにこれ

らに附属

するもの

にこれら

に附属す

るもの 

リング

場、ス

ケート

場、水

泳場そ

の他ス

ポーツ

施設並

びにこ

れらに

附属す

るもの 

く。)及

びこれ

らに附

属する

もの 

(2) 建築

物の

容積

率の

最高

限度 

  10分の

30 

10分の

30 

            

(3) 建築

物の

建蔽

率の

                  



最高

限度 

(4) 建築

物の

敷地

面積

の最

低限

度 

1,000平

方メート

ル 

1,000平

方メート

ル 

1,000平

方メート

ル 

1,000平

方メート

ル 

1,000平

方メート

ル 

        

(5) 壁面

の位

置の

制限 

市道

7,185号

(沿道緑

地を含

む。以下

同じ。)

及び市道

7,187号

に面する

部分は2

メートル

並びに市

道7,188

号に面す

る部分は

5メート

ル 

市道609

号及び市

道7,187

号に面す

る部分は

2メート

ル並びに

市道

7,189号

及び市道

7,190号

に面する

部分は5

メートル

(市道

7,189号

に面する

部分のう

ち壁面の

高さ(前

面道路の

地盤面か

市道609

号、市道

965号市

道981号

及び市道

7,189号

に面する

部分は5

メートル

(市道

609号及

び市道

7,189号

に面する

部分のう

ち壁面の

高さが8

メートル

以下の部

分は2メ

ートルと

する。) 

市道

7,185

号、市道

7,187

号、市道

7,191号

及び市道

7,192号

に面する

部分は2

メートル

並びに市

道7,188

号、市道

7,189号

及び市道

7,190号

に面する

部分は5

メートル

(市道

7,189号

市道

7,185号

に面する

部分は2

メートル

及び市道

7,196号

に面する

部分は5

メートル

(壁面の

高さが8

メートル

以下の部

分は2メ

ートルと

する。) 

市道

7,185号

に面す

る部分

は2メー

トル 

市道

7,185号

に面す

る部分

は2メー

トル 

市道

7,185号

に面す

る部分

は2メー

トル 

市道

7,185号

に面す

る部分

は2メー

トル 



らの高さ

をいう。

以下同

じ。)が8

メートル

以下の部

分は2メ

ートルと

する。) 

に面する

部分のう

ち壁面の

高さが8

メートル

以下の部

分は2メ

ートルと

する。) 

(6) 建築

物の

高さ

の最

高限

度 

                  

(7) 建築

物の

形態

又は

意匠

の制

限 

                  

(8) へい

等の

構造

の制

限 

                  

 


